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1

人事 異 動
次
長
（
開
発
建
設
担
当
）

名 前 岩田　美幸（いわた　よしゆき）

出 身 地 大阪府

略 歴 平成２年 建設省入省。国土交通省水管理・国土保全局防災課長を経て現職

趣 味 街歩き

抱 負 皆様のご協力、ご支援を頂戴しながら、沖縄振興に資するインフラ整備、管理
に邁進してまいります。

総

務

部

長

名 前 上村　秀紀（うえむら　ひでき）

出 身 地 大阪府

略 歴 平成７年 総務庁入庁。内閣官房内閣参事官（内閣広報室）を経て現職

抱 負 希望が叶い、約２０年ぶりに沖縄振興を担当することになりました。まずはその
間の変化を頭にインプットし、その上で、微力ながら沖縄のために精一杯、頑張っ
てまいりたいと思います。

財

務

部

長

名 前 松永　尚之（まつなが　なおゆき）

出 身 地 広島県

略 歴 平成元年 大蔵省入省。財務省中国財務局管財部長を経て現職

抱 負 内閣府沖縄総合事務局の一員として、他の部の皆様方と積極的に連携しながら、
財務省や金融庁の政策ツールを活かして地域貢献の役割をしっかりと果たして
いく所存でございます。よろしくお願いいたします。

農
林
水
産
部
長

名 前 玉原　雅史（たまはら　まさふみ）

出 身 地 広島県

略 歴 平成６年 農林水産省入省。水産庁漁政部参事官を経て現職

趣 味 散歩、安くて美味しいものを探すこと

抱 負 皆さんと力を合わせて、沖縄の農林水産業、そして地域が発展していくために少
しでもお役に立ちたいと思っています。

開
発
建
設
部
長

名 前 中島　洋（なかしま　ひろし）
出 身 地 大分県
略 歴 平成元年 運輸省入省。内閣府沖縄振興局参事官を経て現職
趣 味 街歩き、自転車乗り

抱 負 仕事面では、国の出先機関として現場力と組織力を存分に発揮して沖縄振興に取
り組みたい。仕事外では、感染症収束後に離島地域はじめ沖縄各地域を訪れ、自
然、歴史、文化、酒食、スポーツ等を通じ住民や来訪者との交流を楽しみたい。

運

輸

部

長

名 前 米山　茂（よねやま　しげる）
出 身 地 東京都
略 歴 平成 5 年 運輸省入省。国土交通省総合政策局海洋政策課長を経て現職
趣 味 音楽鑑賞（ジャズ、ソウル、アンビエント、エレクトロ二カ等）、カフェ巡り

抱 負 新型コロナの影響で大変な時期に着任しましたが、皆さまのサポートを頂きな 
がら、運輸・観光産業の維持・発展を通じて沖縄の振興に寄与して参りたいと 
思います。

群星（むりぶし）とは、沖縄の方言で「昴星（すばるぼし）」のことで「ぶりぶし」、「むるぶし」とも呼ばれます。

　
こ
の
作
品
は
、
今
年
の
「
海
の
月

間
」
行
事
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ

た
「
中
学
生
海
の
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」

（
主
催
：
公
益
社
団
法
人
沖
縄
海
事
広

報
協
会
、
後
援
：
沖
縄
総
合
事
務
局
）

の
金
賞
受
賞
作
品
で
す
。

　
沖
縄
県
内
の
中
学
校
か
ら
85
点
の

応
募
作
品
が
あ
り
、７
月
28
日
に
開
催

さ
れ
た
「
令
和
２
年
『
海
の
日
』
海
事

関
係
功
労
者
表
彰
式
典
」で
鯉
沼
さ
ん

に
沖
縄
総
合
事
務
局
長
賞
が
授
与
さ

れ
ま
し
た
。

　
「
マ
ナ
テ
ィ
ー
、
タ
コ
、
タ
ツ
ノ
オ
ト

シ
ゴ
、
亀
等
が
関
連
し
あ
っ
て
い
る
情

景
が
見
事
に
捉
え
ら
れ
、
色
使
い
も
リ

ズ
ム
感
あ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
」
と

の
講
評
が
あ
り
ま
し
た
。

作
　
　
者
　

那
覇
市
立
石
田
中
学
校
３
年

鯉こ
い

沼ぬ
ま

　
采あ
や

音ね

 391号　September-October

本誌のタイトルについて

表
紙
写
真

1 お 知 ら せ 人事異動

2 特 　 集 令和２年７月豪雨被災地へ緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣

4 仕 事 の 窓 1 令和元年度における沖縄地区の独占禁止法等の運用状況

6  仕 事 の 窓 2 巡回防災展@知念小学校〜防災パネル展を開催しました〜

7 仕 事 の 窓 3 泡盛の女王表敬訪問

9 仕 事 の 窓 4 2020年『海の月間』
〜海への理解を深めていただくための取組を行いました〜

8 仕 事 の 窓 5 旧石垣空港跡地に「急患搬送用暫定ヘリポート」が設置されます！
〜地域の要望を契機とした国有財産の活用〜

9 仕 事 の 窓 6 身近な国有財産　旧法定外公共物（旧里道・旧水路）

10 仕 事 の 窓 7 女性農業者の輪を広げよう！〜オンライン交流会の開催〜

仕 事 の 窓 8 生産者を応援！学校給食に旬の県産マンゴー

11 仕 事 の 窓 9 沖縄県内の地域ブランド発展に向けた取組

12 仕事の窓10 やってはダメ！くるまの不正改造
10月は「不正改造車排除強化月間」

13 仕事の窓11 9月は自賠責制度広報・啓発期間です！
〜忘れていませんか?「自賠責保険・共済」法令を守って楽しく走ろう！〜

14 仕事の窓12 令和２年度陸運関係功労者等陸運事務所長表彰

15 内閣府だより 衛藤大臣の沖縄訪問
首里城応援企画第２弾 「皆で探そう！首里城のお宝！」

16 お 知 ら せ 首里城応援企画第１弾「皆で作ろう！首里城アート 」

17 お 知 ら せ 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける沖縄県の中小・小規模・個人事業主向け
国・県の支援策について（給付金、融資、補助金等）

20 お 知 ら せ 家賃支援給付金に関するお知らせ
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ど
甚
大
な
被
害
と
な
っ
た
九
州
地
方
で
は
、７

月
４
日
か
ら
国
土
交
通
省
近
畿・四
国
地
方
整

備
局
の
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
が
派
遣
さ
れ

活
動
を
開
始
し
、順
次
、各
地
方
整
備
局
か
ら

も
被
災
地
に
派
遣
さ
れ
活
動
す
る
中
、国
土
交

通
省
か
ら
の
派
遣
要
請
に
よ
り
沖
縄
総
合
事

務
局
か
ら
も
令
和
２
年
７
月
10
日
に
九
州
災

害
対
策
本
部
と
の
連
絡
調
整
を
担
当
す
る
先

遣
班
２
人
、被
害
状
況
調
査
班
（
道
路
）
４
人

の
計
６
人
を
第
1
陣
と
し
て
派
遣
し
、
７
月

11
日
よ
り
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
の
被
災
状

況
調
査
に
着
手
し
ま
し
た
。７
月
17
日
か
ら
は

第
２
陣
が
同
県
八
代
市
で
の
支
援
活
動
に
従

事
し
、７
月
23
日
に
帰
還
し
ま
し
た
が
、７
月

23
日
か
ら
の
連
休
中
に
九
州
地
方
が
再
度
、大

雨
に
見
ま
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、７
月
27
日
か
ら

第
３
陣
を
派
遣
し
、八
代
市
お
よ
び
相
良
村
に

お
い
て
被
災
状
況
調
査
等
の
支
援
活
動
を
行

い
、８
月
３
日
に
無
事
帰
還
し
ま
し
た
。
今
回
、

派
遣
期
間
22
日
、
派
遣
人
数
18
人
の
隊
員
で
、

延
べ
1
1
4
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
回
の
支
援
活
動
で
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
マ
ス

ク
の
着
用
及
び
消
毒
液
の
携
帯
、
接
触
確
認

ア
プ
リ
の
利
用
、
日
々
の
体
温
確
認
な
ど
隊

員
の
体
調
管
理
に
気
を
配
り
活
動
を
行
い
ま

し
た
。

４ 

支
援
活
動

先
遣
班

　
先
遣
班
は
、
九
州
地
方
整
備
局
災
害
対
策

室
に
常
駐
し
、
災
害
対
策
本
部
や
他
の
地
方

整
備
局
か
ら
派
遣
さ
れ
た
先
遣
班
と
の
間
で

活
動
計
画
に
関
す
る
調
整
作
業
や
被
害
状
況

調
査
班
（
道
路
班
）
と
の
連
絡
調
整
に
従
事

し
ま
し
た
。

被
害
状
況
調
査
班
（
道
路
班
）

　
第
１
陣
並
び
に
第
２
陣
は
、
熊
本
県
球
磨

郡
相
良
村
及
び
八
代
市
の
道
路
39
路
線
に
お

け
る
被
災
の
有
無
の
確
認
及
び
被
災
箇
所
25

箇
所
で
の
被
災
状
況
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
結
果
は
報
告
書
と
し
て
と
り
ま
と
め
被

災
自
治
体
へ
報
告
し
て
い
ま
す
。

　
第
3
陣
は
、23
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
る
被

害
拡
大
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、
第
１
陣
と
第

２
陣
で
調
査
を
行
っ
た
25
箇
所
の
再
調
査
を

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
新
た
に
八
代
市
内
１

路
線
で
の
被
災
の
有
無
の
確
認
及
び
被
災
箇

所
5
箇
所
に
お
い
て
被
災
状
況
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
調
査
結
果
は
第
１
陣
等
と
同
様

に
被
災
自
治
体
に
報
告
し
て
い
ま
す
。

５ 

お
わ
り
に

　
帰
還
後
の
8
月
18
日
（
火
）
に
は
、帰
還

報
告
会
を
開
催
し
、
第
１
陣
か
ら
第
３
陣
の

隊
長
・
班
長
か
ら
被
災
状
況
や
活
動
状
況
等

の
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
な
お
、

こ
れ
ま
で
の
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
活
動
状

況
は
沖
縄
総
合
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
大
規
模
災
害
が
頻
発
し
て
お

り
毎
年
の
よ
う
に
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
を

派
遣
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　
今
後
も
、
円
滑
か
つ
迅
速
な
支
援
活
動
を

行
え
る
よ
う
、
装
備
品
の
整
備
や
隊
員
養
成

の
た
め
の
訓
練
や
講
習
会
等
を
進
め
支
援
体

制
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

お
問
合
せ
先

開
発
建
設
部
防
災
課

☎
０
９
８

－

８
６
６

－

１
９
０
３

3

①
聞
き
取
り
調
査（
八
代
市
）②
③
被
災
状
況
調
査（
八

代
市
）
④
被
災
状
況
調
査
（
相
良
村
）

地方整備局から派遣された先遣班との情報共有定例会議

相良村の吉松村長（写真中央）に被害状況の調査結果を
報告する隊員

TEC-FORCE 活動状況  http://www.ogb.go.jp/kaiken/kaiken_baner_bousai_tecforce

出発式の様子（次長挨拶）

TEC-FORCE 隊員（第１陣）

③④

①②

１ 

は
じ
め
に

　
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
（
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
）
は
、
大
規
模
自
然
災
害
へ
の

備
え
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
支
援

が
行
え
る
よ
う
、
被
災
自
治
体
が
行
う
被
災

状
況
の
迅
速
な
把
握
、
被
害
の
拡
大
や
二
次

災
害
の
防
止
、
被
災
地
の
早
期
復
旧
等
に
対

す
る
技
術
的
な
支
援
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実

施
す
る
た
め
に
、
平
成
20
年
４
月
に
国
土
交

通
省
で
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
沖
縄
総
合
事
務

局
開
発
建
設
部
に
お
い
て
も
、
平
成
20
年
６

月
に
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
（
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
）
を
発
足
し
、
こ
れ
ま
で
平
成

28
年
熊
本
地
震
へ
の
派
遣
を
皮
切
り
に
平
成

30
年
７
月
豪
雨
で
の
四
国
地
方
、
令
和
元
年

台
風
19
号
の
東
北
地
方
の
災
害
に
お
い
て
隊

員
を
派
遣
し
被
災
状
況
調
査
等
の
支
援
活
動

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

２ 

令
和
２
年
７
月
豪
雨

　
７
月
３
日
以
降
、
停
滞
し
た
梅
雨
前
線
の

影
響
で
九
州
北
部
地
方
を
中
心
に
広
い
範
囲

で
大
雨
と
な
り
、
各
地
で
降
水
量
観
測
値
が

史
上
１
位
を
更
新
す
る
な
ど
記
録
的
な
大
雨

と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
大
雨
に
よ
り
、
九
州
地
方
を
中
心
に

河
川
の
氾
濫
、道
路
の
被
災
等
が
発
生
し
、全

国
35
県
で
死
者
や
負
傷
者
等
の
人
的
被
害
が

1
1
5
名
、住
居
全
半
壊
や
浸
水
被
害
等
の

住
居
被
害
が
1
8
，4
9
2
棟
に
及
ぶ
な
ど

甚
大
な
被
害
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
消
防
庁
情
報
８
月
24
日
15
：
00
現
在
）

３ 

被
災
地
へ

T
E
C
‒
F
O
R
C
E
派
遣

　
熊
本
県
南
部
を
流
れ
る
球
磨
川
の
氾
濫
な

2
被災状況（熊本県八代市坂本地区 _中谷橋） 被災状況（熊本県八代市坂本地区）



ど
甚
大
な
被
害
と
な
っ
た
九
州
地
方
で
は
、７

月
４
日
か
ら
国
土
交
通
省
近
畿・四
国
地
方
整

備
局
の
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
が
派
遣
さ
れ

活
動
を
開
始
し
、順
次
、各
地
方
整
備
局
か
ら

も
被
災
地
に
派
遣
さ
れ
活
動
す
る
中
、国
土
交

通
省
か
ら
の
派
遣
要
請
に
よ
り
沖
縄
総
合
事

務
局
か
ら
も
令
和
２
年
７
月
10
日
に
九
州
災

害
対
策
本
部
と
の
連
絡
調
整
を
担
当
す
る
先

遣
班
２
人
、被
害
状
況
調
査
班
（
道
路
）
４
人

の
計
６
人
を
第
1
陣
と
し
て
派
遣
し
、
７
月

11
日
よ
り
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
の
被
災
状

況
調
査
に
着
手
し
ま
し
た
。７
月
17
日
か
ら
は

第
２
陣
が
同
県
八
代
市
で
の
支
援
活
動
に
従

事
し
、７
月
23
日
に
帰
還
し
ま
し
た
が
、７
月

23
日
か
ら
の
連
休
中
に
九
州
地
方
が
再
度
、大

雨
に
見
ま
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、７
月
27
日
か
ら

第
３
陣
を
派
遣
し
、八
代
市
お
よ
び
相
良
村
に

お
い
て
被
災
状
況
調
査
等
の
支
援
活
動
を
行

い
、８
月
３
日
に
無
事
帰
還
し
ま
し
た
。
今
回
、

派
遣
期
間
22
日
、
派
遣
人
数
18
人
の
隊
員
で
、

延
べ
1
1
4
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
回
の
支
援
活
動
で
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
マ
ス

ク
の
着
用
及
び
消
毒
液
の
携
帯
、
接
触
確
認

ア
プ
リ
の
利
用
、
日
々
の
体
温
確
認
な
ど
隊

員
の
体
調
管
理
に
気
を
配
り
活
動
を
行
い
ま

し
た
。

４ 

支
援
活
動

先
遣
班

　
先
遣
班
は
、
九
州
地
方
整
備
局
災
害
対
策

室
に
常
駐
し
、
災
害
対
策
本
部
や
他
の
地
方

整
備
局
か
ら
派
遣
さ
れ
た
先
遣
班
と
の
間
で

活
動
計
画
に
関
す
る
調
整
作
業
や
被
害
状
況

調
査
班
（
道
路
班
）
と
の
連
絡
調
整
に
従
事

し
ま
し
た
。

被
害
状
況
調
査
班
（
道
路
班
）

　
第
１
陣
並
び
に
第
２
陣
は
、
熊
本
県
球
磨

郡
相
良
村
及
び
八
代
市
の
道
路
39
路
線
に
お

け
る
被
災
の
有
無
の
確
認
及
び
被
災
箇
所
25

箇
所
で
の
被
災
状
況
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
結
果
は
報
告
書
と
し
て
と
り
ま
と
め
被

災
自
治
体
へ
報
告
し
て
い
ま
す
。

　
第
3
陣
は
、23
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
る
被

害
拡
大
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、
第
１
陣
と
第

２
陣
で
調
査
を
行
っ
た
25
箇
所
の
再
調
査
を

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
新
た
に
八
代
市
内
１

路
線
で
の
被
災
の
有
無
の
確
認
及
び
被
災
箇

所
5
箇
所
に
お
い
て
被
災
状
況
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
調
査
結
果
は
第
１
陣
等
と
同
様

に
被
災
自
治
体
に
報
告
し
て
い
ま
す
。

５ 

お
わ
り
に

　
帰
還
後
の
8
月
18
日
（
火
）
に
は
、帰
還

報
告
会
を
開
催
し
、
第
１
陣
か
ら
第
３
陣
の

隊
長
・
班
長
か
ら
被
災
状
況
や
活
動
状
況
等

の
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
な
お
、

こ
れ
ま
で
の
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
活
動
状

況
は
沖
縄
総
合
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
大
規
模
災
害
が
頻
発
し
て
お

り
毎
年
の
よ
う
に
T
E
Cｰ

F
O
R
C
E
を

派
遣
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　
今
後
も
、
円
滑
か
つ
迅
速
な
支
援
活
動
を

行
え
る
よ
う
、
装
備
品
の
整
備
や
隊
員
養
成

の
た
め
の
訓
練
や
講
習
会
等
を
進
め
支
援
体

制
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

お
問
合
せ
先

開
発
建
設
部
防
災
課

☎
０
９
８

－

８
６
６

－

１
９
０
３

3

①
聞
き
取
り
調
査（
八
代
市
）②
③
被
災
状
況
調
査（
八

代
市
）
④
被
災
状
況
調
査
（
相
良
村
）

地方整備局から派遣された先遣班との情報共有定例会議

相良村の吉松村長（写真中央）に被害状況の調査結果を
報告する隊員

TEC-FORCE 活動状況  http://www.ogb.go.jp/kaiken/kaiken_baner_bousai_tecforce

出発式の様子（次長挨拶）

TEC-FORCE 隊員（第１陣）

③④

①②
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内容1
　消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁拒否等の行為（以下「転嫁拒否行為」と
いいます。）の未然防止のための取組と、転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてい
ます。
処理件数2
　沖縄公正取引室では、令和元年
度において、転嫁拒否行為に対し
８件の指導を行い、指導を行った違
反事業者から、総額1,779万円の原
状回復（転嫁を拒んでいた額の支払
い）が行われました。

主な事例3
○金融・保険業を営むA社は、調査業務を委託している事業者に対し、平成26年４月１日
以後の消費税込みの委託代金について、消費税率の引上げ分を上乗せすることなく、
据え置いていました。（買いたたき）

消費税転嫁対策特別措置法

内容1
　消費者誰もがより良い商品・サービスを求めています。ところが、実際よりも良く見せかける表示（不当表示）や、
過大な景品類の提供（不当景品類）が行われたりすると、それらにつられて消費者が、実際には質の良くない商品・
サービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、このような行為から一般消費者の利益
を保護することを目的としています。
処理件数2
　沖縄公正取引室では、令和元年度において、１件の措置命令と、２件の指導を行いました。３件とも不当表示
の事件でした。
主な事例3
○A社（焼肉レストラン）で提供するタンやハラミ等の部位を使用した料理について、外国産のものを使用していた
にもかかわらず、あたかも黒毛和牛のものを使用しているかのように表示していました。（優良誤認）

○Ｂ社は、自社ウェブサイトにおいて販売する商品において、１日○○回飲むだけ、食事制限は不要です等と、
あたかも、本件商品を摂取することで、痩身効果が得られるかのように示す表示をしていましたが、実際には、当該
表示の裏付けとなる合理的な根拠を有しておらず、当該表示どおりの効果があるとまでは認められないものでした。
（優良誤認）

景 品 表 示 法

　総務部公正取引室では、独占禁止法の役割や意義を理解してもらうため、出前教室や
講師の派遣を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

お問合せ先 　総務部公正取引室　☎098－866－0049
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指導件数（件） 原状回復額（万円）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

沖縄地区における指導件数及び原状回復額の推移

※ 原状回復額は１万円未満を切り捨て。
※ 平成25年度は平成25年10月から
　 平成26年３月までの指導件数。

消費税転嫁されてイルカ
「ルカちゃん」

詳細な資料は、下記URLにて掲載しています。
https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/index.html
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仕
事
の

仕
事
の窓

内容1
　独占禁止法は、自由経済社会において、事業者が事業活動に行うにあたって守るべきルールを定め、公正かつ
自由な競争を妨げる行為を規制しています。
処理件数2
　沖縄公正取引室では、令和元年度において、３件の独占禁止法違反事件を審査し、うち２件について注意を行
いました。
主な事例3
○自動二輪車の小売業を営む12社（A〜L）は、特定車種の自動二輪車の小売価格を統一していました。（価格
カルテル）
○運転代行業者Ｍは、自己と競争関係にある事業者とその利用客との取引を妨害
していました。（競争者に対する取引妨害）

独 占 禁 止 法

内容1
　下請法は、下請取引の公正化と、下請事業者の利益の保護を目的としています。製造業からサービス業まで、
さまざまな業種において適用対象となる取引を明確に示すとともに、親

おやじぎょうしゃ
事業者の義務と禁止行為を具体的に定め

ています。
処理件数2
　沖縄公正取引室では、令和元年度において、42件の下請法違反被疑事件を処理し、うち34件について指導
を行いました。
主な事例3
○食料品の製造を下請事業者に委託しているＡ社は、納入場所に空きがないことを理由に、あらかじめ定めた納
期に下請事業者の給付を受領しませんでした。（受領拒否）

○清掃業務及び設備の保守点検業務を下請事業者に委託しているＢ社は、下請事業者からの請求書の提出が
遅れたことを理由に、下請事業者に対し、あらかじめ定められた支払期日を経過して下請代金を支払っていました。
（下請代金の支払遅延）

○建設資材の保管及び運送を下請事業者に委託しているＣ社は、下請事業者との間で、下請代金を下請事業者
の銀行口座に振り込む際の手数料を下請事業者が負担する旨の合意があるものの、当該合意を書面化せずに振
込手数料を下請代金の額から減じていました。（下請代金の減額）

下 請 法

　公正取引委員会は毎年、前年度における独占禁止法等の所管法それぞれ
の運用状況（事件処理件数、違反事例、違反行為の未然防止のための広報
活動等）について、全国及び各地方事務所別に公表しています。
　今回、今年６月に沖縄総合事務局総務部公正取引室（以下「沖縄公正取
引室」といいます。）において公表した、令和元年度における沖縄地区の独占禁止法、下請法、消費税転嫁
対策特別措置法及び景品表示法の運用状況について、ご紹介します。

令和元年度における沖縄地区の
独占禁止法等の運用状況

総務部 1

公正取引委員会
マスコットキャラクター
「どっきん」
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仕
事
の

仕
事
の窓

仕
事
の

仕
事
の窓

泡
盛
の
女
王
表
敬
訪
問

2
0
2
0
年『
海
の
月
間
』

～
海
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の

取
組
を
行
い
ま
し
た
～

総務部 3

　
7
月
7
日
、2
0
2
0
年
泡
盛
の
女
王

の
上
地
輝
さ
ん
、東
星
香
さ
ん
、金
城
希

さ
ん
が
沖
縄
総
合
事
務
局
を
表
敬
訪
問
さ

れ
ま
し
た
。

　
泡
盛
の
女
王
は
、沖
縄
県
を
代
表
す
る

特
産
品
、琉
球
泡
盛
の
振
興
を
目
的
に
、

泡
盛
の
P
R
活
動
や
親
善
交
流
を
担
う

泡
盛
親
善
大
使
で
す
。
上
地
さ
ん
は
、「
人

間
が
好
き・沖
縄
が
好
き・泡
盛
が
好
き
」、

東
さ
ん
は
、「
沖
縄
の
酒
で
す
、味
で
す
、

香
り
で
す
」、金
城
さ
ん
は
、「
泡
盛
は
変

わ
る
時
代
の
変
わ
ら
ぬ
銘
酒
」と
、そ
れ
ぞ

れ
に
キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、3
人
は
、

琉
球
泡
盛
を
P
R
す
る
た
め
積
極
的
に
活

動
す
る
こ
と
等
、今
後
の
抱
負
を
語
り
ま

し
た
。

　
吉
住
局
長
か
ら
も
、「
沖
縄
総
合
事
務

局
で
は
、官
民一体
と
な
っ
て
泡
盛
の
海
外

展
開
を
促
進
す
る
た
め
の
様
々
な
取
組
を

展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
是
非
泡
盛
を

P
R
し
て
い
た
だ
き
、今
後
と
も
協
力
し

な
が
ら
泡
盛
の
振
興
を
進
め
て
い
き
た
い
」

と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
歓
談
は
、

終
始
和
や

か
な
雰
囲

気
の
中
行

わ
れ
、
職

場
の
雰
囲

気
も
華
や

か
な
も
の

に
な
り
ま

し
た
。

お
問
合
せ
先
　

総
務
部
振
興
企
画
官

☎
0
9
8

－

8
6
6

－

0
0
4
7

　
四
面
を
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
我
が
国
は
、

輸
出
入
貨
物
の
大
部
分
を
海
上
輸
送
に
頼

る
な
ど
様
々
な
形
で
海
と
深
く
関
わ
って
発

展
し
て
き
ま
し
た
。「
海
の
日
」
は
、こ
の

よ
う
な
海
の
恩
恵
に
感
謝
し
、海
を
大
切

に
す
る
心
を
育
む
こ
と
を
目
的
に
平
成
８

年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の「
海
の
日
」

の
意
義
を
広
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

７
月
を「
海
の
月
間
」と
し
、全
国
各
地
に

海事関係功労者表彰式典
　7月28日に那覇市内のホテルにて『令和2年「海の日」海事
関係功労者表彰式典』を開催しました。
　船舶関係事業の企業役員1名、優良船員4名、港湾関係事
業の企業役員2名と1団体に対し沖縄総合事務局長表彰の授
与を行いました。
　また、「令和2年度 第57回 中学生海の絵画コンクール」受
賞者への表彰も行い、
沖縄総合事務局長賞

（金賞）受賞の那覇市
立 石 田 中 学 校 3 年 
鯉
こいぬま

沼 采
あ や ね

音さんをはじ
め、10人の中学生を
表彰しました。

中学生海の絵画コンクール受賞作品の展示
　8月3日から7日にかけて、
当局1階行政情報プラザにお
いて、「中学生海の絵画コン
クール」受賞作品（10作品）
の展示を行いました。
　会場には、多くの来場者が
訪れ、「海」をテーマに中学
生が描いた力作を眺める光
景が見られました。

お
い
て
多
彩
な
行
事
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
局
に
お
い
て
も
「
海
事
関
係
功
労
者

表
彰
式
典
」
及
び「
中
学
生
海
の
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
受
賞
作
品
の
展
示
」
を
行
い
ま

し
た
。

お
問
合
せ
先

運
輸
部
総
務
運
航
課

☎
0
9
8

－

8
6
6

－

1
8
3
6

運輸部 4

左から 東星香さん、金城希さん、
吉住局長、上地香さん、前津次長

和やかな歓談の様子

沖縄総合事務局長表彰の受賞者と
C to Seaプロジェクト ご当地アンバサダー

海の絵画コンクール
金賞を受賞した生徒への表彰授与
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小
学
校
な
ど
を
対
象
に
巡
回
防
災
展
を
開
催

し
て
い
く
予
定
で
す
。

巡
回
防
災
展
　
お
問
合
せ
先

総
務
部
防
災
・
危
機
管
理
課

☎
０
９
８

－

８
６
６

－

０
１
１
５

　沖縄総合事務局では、防災の備えを「親子で学ぶきっかけをつくる」
目的で小学校などを対象とした巡回防災展を行っており、7月1日に
南城市知念小学校で全校児童（10クラス247人）を対象に防災パネル
展を開催しました。

巡回防災展＠知念小学校
～防災パネル展を開催しました～

総務部 2
　
今
回
、知
念
小
学
校
で
は
リ
ニュ
ー
ア
ル
し
た

防
災
パ
ネ
ル
※
と
、さ
ら
に
２
つ
の
展
示
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
全
学
年
が
対
象

で
あ
っ
た
た
め
、そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
レ
ベ
ル
に
見

合
う
内
容
と
な
る
よ
う
工
夫
し
て
実
施
し
ま
し

た
。

　
は
じ
め
に「
地
震・津
波
は
な
ぜ
起
き
る
の
？
」

「
地
震・津
波
が
発
生
し
た
時
に
備
え
て
何
を

準
備
し
て
お
く
の
？
」「
津
波
が
来
た
と
き
の

避
難
に
つ
い
て
」を
説
明
し
た
後
、実
際
に
パ
ネ

ル
展
を
見
学
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　一
つ
一つ
パ
ネ
ル
の
内
容
を
確
認
し
、地
震
や

津
波
が
発
生
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
学
び
な
が
ら
、

併
せ
て
防
災
ク
イ
ズ
を
解
き
理
解
を
深
め
て
も

ら
い
ま
し
た
。

　「
南
城
市
防
災
マッ
プ
展
示
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、

自
身
の
家
は
津
波
の
影
響
が
な
い
の
か
、最
寄

り
の
避
難
所
は
ど
こ
な
の
か
、ど
の
ル
ー
ト
で
避

難
す
れ
ば
安

全
な
の
か
を
、

児
童
同
士
で

地
図
を
見
な

が
ら
確
認
し

て
い
ま
し
た
。

　「
百
円
シ
ョ

ッ
プ
で
備
え
ら

れ
る
非
常
時

持
ち
出
し
セ
ッ

ト
コ
ー
ナ
ー
」

で
は
日
頃
何

を
備
蓄
す
る

必
要
が
あ
る
の
か
を
一
つ一つ
確
認
し
な
が
ら
見

て
い
ま
し
た
。

　
児
童
達
か
ら
は「
全
国
的
に
見
て
、沖
縄
は

大
き
な
地
震
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

知
って
驚
い
た
」「
百
円
シ
ョッ
プ
で
避
難
グ
ッ
ズ

を
準
備
で
き
る
こ

と
を
知
っ
た
の
で
、

家
族
で
非
常
時

持
ち
出
し
セ
ッ
ト

を
そ
ろ
え
て
み
た

い
」
な
ど
の
感
想

が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　
防
災・危
機
管

理
課
で
は
、子
ど

も
達
の
防
災
の
意

識
を
高
め
、日
頃

か
ら
災
害
に
備
え

て
も
ら
え
る
よ
う
、

　
こ
れ
ま
で
の
防
災
パ
ネ
ル
は
Ａ
１
サ
イ
ズ
用

紙
に
印
刷
さ
れ
た
単
調
な
も
の
で
し
た
が
、わ

か
り
や
す
く
、親
し
み
の
持
て
る
雰
囲
気
を
作

り
出
す
た
め
、東
京
学
芸
大
学
、明
星
大
学
と

連
携
し
、学
校
な
ど
で
も
活
用
し
や
す
く
、よ

り
子
供
た
ち
が
興
味
を
持
て
る
よ
う
展
示
パ

ネ
ル
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
い
ま
し
た
。

　
パ
ネ
ル
は
地
震
や
津
波
が
起
き
る
し
く
み

等
、科
学
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
図
解
を
多

用
し
、特
に
パ
ネ
ル
の
イ
ラ
ス
ト
や
グ
ラ
フ
に

つ
い
て
は
、土
台
を
つ
け
、浮
か
せ
て
取
り
付
け
、

立
体
感
を
出
し
て
印
象
づ
け
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。

防災展の概要説明

非常時持ち出しセットの展示

南城市防災マップ展示

防災パネルの見学及びクイズ

※
防
災
パ
ネ
ル
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仕
事
の

仕
事
の窓

泡
盛
の
女
王
表
敬
訪
問

2
0
2
0
年『
海
の
月
間
』

～
海
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の

取
組
を
行
い
ま
し
た
～

総務部 3

　
7
月
7
日
、2
0
2
0
年
泡
盛
の
女
王

の
上
地
輝
さ
ん
、東
星
香
さ
ん
、金
城
希

さ
ん
が
沖
縄
総
合
事
務
局
を
表
敬
訪
問
さ

れ
ま
し
た
。

　
泡
盛
の
女
王
は
、沖
縄
県
を
代
表
す
る

特
産
品
、琉
球
泡
盛
の
振
興
を
目
的
に
、

泡
盛
の
P
R
活
動
や
親
善
交
流
を
担
う

泡
盛
親
善
大
使
で
す
。
上
地
さ
ん
は
、「
人

間
が
好
き・沖
縄
が
好
き・泡
盛
が
好
き
」、

東
さ
ん
は
、「
沖
縄
の
酒
で
す
、味
で
す
、

香
り
で
す
」、金
城
さ
ん
は
、「
泡
盛
は
変

わ
る
時
代
の
変
わ
ら
ぬ
銘
酒
」と
、そ
れ
ぞ

れ
に
キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、3
人
は
、

琉
球
泡
盛
を
P
R
す
る
た
め
積
極
的
に
活

動
す
る
こ
と
等
、今
後
の
抱
負
を
語
り
ま

し
た
。

　
吉
住
局
長
か
ら
も
、「
沖
縄
総
合
事
務

局
で
は
、官
民一体
と
な
っ
て
泡
盛
の
海
外

展
開
を
促
進
す
る
た
め
の
様
々
な
取
組
を

展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
是
非
泡
盛
を

P
R
し
て
い
た
だ
き
、今
後
と
も
協
力
し

な
が
ら
泡
盛
の
振
興
を
進
め
て
い
き
た
い
」

と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
歓
談
は
、

終
始
和
や

か
な
雰
囲

気
の
中
行

わ
れ
、
職

場
の
雰
囲

気
も
華
や

か
な
も
の

に
な
り
ま

し
た
。

お
問
合
せ
先
　

総
務
部
振
興
企
画
官

☎
0
9
8

－

8
6
6

－

0
0
4
7

　
四
面
を
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
我
が
国
は
、

輸
出
入
貨
物
の
大
部
分
を
海
上
輸
送
に
頼

る
な
ど
様
々
な
形
で
海
と
深
く
関
わ
って
発

展
し
て
き
ま
し
た
。「
海
の
日
」
は
、こ
の

よ
う
な
海
の
恩
恵
に
感
謝
し
、海
を
大
切

に
す
る
心
を
育
む
こ
と
を
目
的
に
平
成
８

年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の「
海
の
日
」

の
意
義
を
広
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

７
月
を「
海
の
月
間
」と
し
、全
国
各
地
に

海事関係功労者表彰式典
　7月28日に那覇市内のホテルにて『令和2年「海の日」海事
関係功労者表彰式典』を開催しました。
　船舶関係事業の企業役員1名、優良船員4名、港湾関係事
業の企業役員2名と1団体に対し沖縄総合事務局長表彰の授
与を行いました。
　また、「令和2年度 第57回 中学生海の絵画コンクール」受
賞者への表彰も行い、
沖縄総合事務局長賞

（金賞）受賞の那覇市
立 石 田 中 学 校 3 年 
鯉
こいぬま

沼 采
あ や ね

音さんをはじ
め、10人の中学生を
表彰しました。

中学生海の絵画コンクール受賞作品の展示
　8月3日から7日にかけて、
当局1階行政情報プラザにお
いて、「中学生海の絵画コン
クール」受賞作品（10作品）
の展示を行いました。
　会場には、多くの来場者が
訪れ、「海」をテーマに中学
生が描いた力作を眺める光
景が見られました。

お
い
て
多
彩
な
行
事
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
局
に
お
い
て
も
「
海
事
関
係
功
労
者

表
彰
式
典
」
及
び「
中
学
生
海
の
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
受
賞
作
品
の
展
示
」
を
行
い
ま

し
た
。

お
問
合
せ
先

運
輸
部
総
務
運
航
課

☎
0
9
8

－

8
6
6

－

1
8
3
6

運輸部 4

左から 東星香さん、金城希さん、
吉住局長、上地香さん、前津次長

和やかな歓談の様子

沖縄総合事務局長表彰の受賞者と
C to Seaプロジェクト ご当地アンバサダー

海の絵画コンクール
金賞を受賞した生徒への表彰授与
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仕
事
の

仕
事
の窓身近な国有財産

旧法定外公共物（旧里道・旧水路）
財務部 6

　旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、
国（沖縄県では沖縄総合事務局財務部）が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として
使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。

※現在でも里道∙水路としての機能を有しているもので、市町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市町村が
所有する土地となっています。

沖縄本島及び
離島地域（宮古・八重山地域を除く） 宮古地域 八重山地域

財務部統括国有財産管理官
☎098－866－0097

宮古財務出張所
☎0980－72－4774

八重山財務出張所
☎0980－82－4941

法定外公共物
（里道・水路等）

機能を
有しているもの

市町村に
無償譲渡

機能を
失ったもの

国が管理し、
境界確定、売却

【旧法定外公共物】

当初（農地）

宅地化後

里道 水路

旧法定外公共物の境界確定または購入手続きを検討されている方は、
財務部ホームページ
http://www.ogb.go.jp/zaimu/zaimu_kokuyuu/kokuyuuzaisan/kounyuu/01-08
をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

　道路法、河川法等の適用または準用を受けて
いない公共物のことです。「里道・水路」がその
代表的なものとされています。

「法定外公共物」とは？

道
B（田）

里道

水路 A
（田）

B住
宅

住宅敷地
旧里道

旧水路
A

道

旧 法定外公共物が使用されている例
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旧石垣空港跡地に
「急患搬送用暫定ヘリポート」が

設置されます！
～地域の要望を契機とした国有財産の活用～

財務部 5
　沖縄総合事務局（八重山財務出張所）は、旧石垣空港跡地に所在する未利用国有地（財務省所管普通財産）を、これま
で県立八重山病院（約3ha）、石垣市新庁舎（約2.4ha）、市道旧空港跡地線（約0.3ha）の用地として沖縄県、石垣市へ時
価売払や無償貸付をしており、地域の課題解決に貢献する観点を踏まえて有効活用を進めています。
　現在、石垣市が同空港跡地を事業区域として土地区画整理事業による基盤整備を進める方向で手続きを進めていますが、
この中には当局管理の未利用国有地が今なお約19ha含まれていることから、石垣市の計画するまちづくりに地権者の立場
で協力をしています。
　こうした中、沖縄県より、石垣島周辺離島から石垣島への急患
搬送におけるヘリコプターの着陸地点が新石垣空港となっている
ことを踏まえ、「急患搬送の時間を短縮するため、県立八重山病
院に隣接する国有地を使用して暫定ヘリポートを設置したい」と
する要望を受けました。
　同要望に基づき、国有地の使用について検討した結果、ヘリポー
トの設置は救命の可能性を高めるためのものであるほか、暫定で
あることから石垣市が手続きを進めている土地区画整理事業の
実施上も影響を及ぼさないと認められたこと、地域や社会のニー
ズに対応した有効活用を推進するという国有地の管理処分の基
本方針にも合致すると判断したことから、令和2年6月に沖縄県と
の間で一時貸付契約を締結しました。

お問合せ先
八重山財務出張所　☎0980-82-4941

利用期間　令和2年7月～令和5年6月までの3年間
利用面積（国有地部分）　約2,200㎡

一時貸付契約の概要

離島で患者を収容するヘリコプター
（写真提供：第十一管区海上保安本部石垣航空基地）

　国有財産は国民共有の貴重な財産であり、当局では、
引き続き、地域や社会のニーズに対応した国有財産の
有効活用を進めてまいります。

H

旧石垣空港跡地

暫定ヘリポート予定地

沖縄県立八重山病院
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仕
事
の

仕
事
の窓身近な国有財産

旧法定外公共物（旧里道・旧水路）
財務部 6

　旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、
国（沖縄県では沖縄総合事務局財務部）が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として
使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。

※現在でも里道∙水路としての機能を有しているもので、市町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市町村が
所有する土地となっています。

沖縄本島及び
離島地域（宮古・八重山地域を除く） 宮古地域 八重山地域

財務部統括国有財産管理官
☎098－866－0097

宮古財務出張所
☎0980－72－4774

八重山財務出張所
☎0980－82－4941

法定外公共物
（里道・水路等）

機能を
有しているもの

市町村に
無償譲渡

機能を
失ったもの

国が管理し、
境界確定、売却

【旧法定外公共物】

当初（農地）

宅地化後

里道 水路

旧法定外公共物の境界確定または購入手続きを検討されている方は、
財務部ホームページ
http://www.ogb.go.jp/zaimu/zaimu_kokuyuu/kokuyuuzaisan/kounyuu/01-08
をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

　道路法、河川法等の適用または準用を受けて
いない公共物のことです。「里道・水路」がその
代表的なものとされています。

「法定外公共物」とは？

道
B（田）

里道

水路 A
（田）

B住
宅

住宅敷地
旧里道

旧水路
A

道

旧 法定外公共物が使用されている例
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仕
事
の

仕
事
の窓沖縄県内の

地域ブランド発展に向けた取組
経済産業部9

「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」と
は
？

　

　「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。地
域
そ
の
も
の
の

価
値
が
広
く
認
知
さ
れ
求
め
ら
れ
る
状
態
の
こ

と
を
指
し
、地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
と
結
びつ
け
る
こ
と
で
、他
と
は
差
別
化

さ
れ
た
付
加
価
値
が
付
き
、売
上
げ
が
増
加
し

た
り
、さ
ら
に
そ
の
地
域
名
が
全
国
に
広
く
認
知

さ
れ
、観
光
や
雇
用
への
相
乗
効
果
も
期
待
さ
れ

ま
す
。地

域
団
体
商
標
制
度
に
つ
い
て

　
こ
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
保
護
を
目
的
と
し
て

創
設
さ
れ
た
の
が
、地
域
団
体
商
標
制
度
で
す
。

　
地
域
の
産
品
に
つ
い
て
事
業
協
同
組
合
な

ど
が「
地
域
の
名
称
」と「
商
品・サ
ー
ビ
ス
名
」

と
を
組
み
合
わ
せ
た
商
標
を
取
得
で
き
る
よ

う
に
し
た
制
度
で
す
。
県
内
で
も
農
林
水
産

物
や
伝
統
工
芸
品
な
ど
の
様
々
な
商
標
が
登

録
さ
れ
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
開
発
の
重
要
な
要
素

と
な
って
い
ま
す
が
、ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立
す

る
に
は
商
品
を
通
じ
て
地
域
の
魅
力
を
ど
の
よ

う
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
を
地
域
ぐ
る
み
で
検
討

す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

知
財
活
用
に
よ
る

地
域
ブ
ラ
ン
ド
構
築
体
制
支
援
事
業

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、こ
の
よ
う
な
地
域

で
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
、専
門
家
を
派

遣
し
地
域
の
自
治
体
や
事
業
者
、観
光
協
会

と
い
っ
た
関
係
機
関
が
協
力
し
て
地
域
ブ
ラ
ン

ド
の
活
用
プ
ラ
ン
構
築
を
支
援
す

る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
外
部
専
門
家
の
目
を
通
す
こ
と

で
「
わ
が
町（
村
）と
い
え
ば
こ

れ
！
」と
いっ
た
強
み
を
見
出
し
て

戦
略
を
作
る
だ
け
で
な
く
、そ
れ

を
地
域
で
運
用
す
る
体
制
づ
く
り

に
も
焦
点
を
当
て
て
支
援
を
し
て

い
き
ま
す
。

魅
力
あ
る
地
域
ブ
ラン
ド
の
理
由
に
迫
る
！

〜
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
バ
イ
ブ
ル
〜
に
つ
い
て

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
の

魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
動
画
や
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
県
内
の
魅
力

あ
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内閣府沖縄総合事務局経済産業部
地域経済課知的財産室
☎098-866-1730

知的財産に関するお問合せ先

地域ブランド構築のススメ
〜Blanding Bible〜

Vol.1「琉球びんがた」

※地域団体商標ガイドブック２０１９より抜粋

地域団体商標登録情報
（2020年7月現在）
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仕
事
の

仕
事
の窓

仕
事
の

仕
事
の窓

女
性
農
業
者
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

～
オ
ン
ラ
イ
ン
交
流
会
の
開
催
～

生
産
者
を
応
援
！

学
校
給
食
に
旬
の
県
産
マ
ン
ゴ
ー

農林水産部7

　
沖
縄
県
内
の
女
性
農
業

者
が
自
身
の
活
動
の
中
で

抱
え
る
課
題
や
女
性
固
有

の
思
い
を
共
有
し
、そ
の
課

題
な
ど
の
解
消
に
向
け
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、去
る
７

月
30
日
に
、「
女
性
農
業
者

オ
ン
ラ
イ
ン
交
流
会
」を
開

催
し
ま
し
た
。

　
島
し
ょ
県
の
沖
縄
で
は
、多
く
の
農
業
者

が
一
堂
に
会
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、

W
e
b
会
議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、沖
縄

本
島（
２
人
）、石
垣
島（
３
人
）、宮
古
島

（
３
人
）、粟
国
島（
１
人
）か
ら
、計
９
人
の

女
性
農
業
者
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
交
流
会
で
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍

に
お
け
る
農
業
経
営
へ
の
影
響
、流
通
へ
の

不
安
、S
N
S
を
活
用
し
た
販
路
拡
大
の

可
能
性
、消
費
者
と
生
産
者
を
つ
な
ぐ
取

組
な
ど
に
つ
い
て
活
発
に
意
見
を
出
し
合
い
、

交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、参
加
者
か
ら
は
、「
農
業
女
子
た

ち
で
Y
o
u
T
u
b
e
を
作
り
、身
近
な

農
業
の
魅
力
を
情
報
発
信
」、「
島
し
ょ
県

だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
W
e
b
マ
ル
シ
ェ
を
開

催
」
な
ど
、女
性
農
業
者
の
新
た
な
活
動

の
ア
イ
デ
ア
が
出
さ
れ
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

広
が
り
への
期
待
が
膨
ら
み
ま
し
た
。

　
今
後
も
、農
林
水
産
部
で
は
、女
性
農

業
者
が
幅
広
く
活
動
で
き
る
取
組
を
積
極

的
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

お
問
合
せ
先

農
林
水
産
部
経
営
課

☎
0
9
8-

8
6
6-

1
6
2
8

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、イ
ン

バ
ウ
ン
ド
や
外
食
需
要
の
減
少
を
招
い
て

お
り
、特
に
観
光
産
業
が
盛
ん
な
沖
縄
県

で
は
、マ
ン
ゴ
ー
な
ど
の
高
級
品
を
中
心
に

農
産
物
の
消
費
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
ま
す
。

　
農
林
水
産
省
で
は
、生
産
者
へ
の
影
響

を
緩
和
す
る
た
め
、「
国
産
農
林
水
産
物

等
販
売
促
進
緊
急
対
策
事
業
の
う
ち
野

菜・果
実
販
売
促
進
緊
急
対
策
事
業
」
を

実
施
し
、需
要
の
減
少
が
大
き
い
国
産
果

実
な
ど
の
学
校
給
食
へ
の
提
供
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

　
沖
縄
県
農
業
協
同
組
合（
Ｊ
Ａ
お
き
な

わ
）で
は
、本
事
業
を
活
用
し
て
、県
内
の

小
中
学
校
を

対
象
に
、
県

産
マ
ン
ゴ
ー

を
学
校
給
食

へ
提
供
し
て

い
ま
す
。

　
７
月
２
日

に
宮
古
島
市

立
城
辺
小
学

校
で
マ
ン
ゴ
ー

贈
呈
式
が
行
わ
れ
、市
内
の
小
中
学
校
へ

の
提
供
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
沖
縄
を
代
表
す
る
果
物
で
あ
る
マ
ン
ゴ
ー

は
、７
月
が
ま
さ
に
旬
で
す
。
日
頃
は
、学

校
給
食
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
果
物
と

あ
っ
て
、子
供
た
ち
が
お
い
し
そ
う
に
食
べ

る
姿
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

　
ま
た
、マン
ゴ
ー

の
提
供
と
と
も

に
、
食
育
面
か

ら
、ど
の
よ
う
に

マ
ン
ゴ
ー
が
生
産

さ
れ
る
の
か
を
説

明
し
た
教
材
を

児
童
一
人
一
人
に

提
供
し
、県
産
マ
ン
ゴ
ー
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
た
め
の
取
組
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
　

　
な
お
、学
校
給
食
へ
の
マ
ン
ゴ
ー
の
提
供

は
、宮
古
島
市
以
外
で
も
、希
望
す
る
小

中
学
校
に
対
し
て
、夏
休
み
明
け
に
行
わ
れ

る
予
定
で
す
。

お
問
合
せ
先

農
林
水
産
部
生
産
振
興
課

☎
０
９
８

－

８
６
６

－

１
６
５
３

農林水産部8

オンライン交流会で農業経営などについて
意見交換する職員

オンライン交流会の参加者

宮古島市立城辺小学校におけるマンゴー贈呈式

教材「沖縄県産マンゴーができるまで」
（JAおきなわ作成）
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仕
事
の

仕
事
の窓沖縄県内の

地域ブランド発展に向けた取組
経済産業部9

「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」と
は
？

　

　「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。地
域
そ
の
も
の
の

価
値
が
広
く
認
知
さ
れ
求
め
ら
れ
る
状
態
の
こ

と
を
指
し
、地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
と
結
びつ
け
る
こ
と
で
、他
と
は
差
別
化

さ
れ
た
付
加
価
値
が
付
き
、売
上
げ
が
増
加
し

た
り
、さ
ら
に
そ
の
地
域
名
が
全
国
に
広
く
認
知

さ
れ
、観
光
や
雇
用
への
相
乗
効
果
も
期
待
さ
れ

ま
す
。地

域
団
体
商
標
制
度
に
つ
い
て

　
こ
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
保
護
を
目
的
と
し
て

創
設
さ
れ
た
の
が
、地
域
団
体
商
標
制
度
で
す
。

　
地
域
の
産
品
に
つ
い
て
事
業
協
同
組
合
な

ど
が「
地
域
の
名
称
」と「
商
品・サ
ー
ビ
ス
名
」

と
を
組
み
合
わ
せ
た
商
標
を
取
得
で
き
る
よ

う
に
し
た
制
度
で
す
。
県
内
で
も
農
林
水
産

物
や
伝
統
工
芸
品
な
ど
の
様
々
な
商
標
が
登

録
さ
れ
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
開
発
の
重
要
な
要
素

と
な
って
い
ま
す
が
、ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立
す

る
に
は
商
品
を
通
じ
て
地
域
の
魅
力
を
ど
の
よ

う
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
を
地
域
ぐ
る
み
で
検
討

す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

知
財
活
用
に
よ
る

地
域
ブ
ラ
ン
ド
構
築
体
制
支
援
事
業

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、こ
の
よ
う
な
地
域

で
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
、専
門
家
を
派

遣
し
地
域
の
自
治
体
や
事
業
者
、観
光
協
会

と
い
っ
た
関
係
機
関
が
協
力
し
て
地
域
ブ
ラ
ン

ド
の
活
用
プ
ラ
ン
構
築
を
支
援
す

る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
外
部
専
門
家
の
目
を
通
す
こ
と

で
「
わ
が
町（
村
）と
い
え
ば
こ

れ
！
」と
いっ
た
強
み
を
見
出
し
て

戦
略
を
作
る
だ
け
で
な
く
、そ
れ

を
地
域
で
運
用
す
る
体
制
づ
く
り

に
も
焦
点
を
当
て
て
支
援
を
し
て

い
き
ま
す
。

魅
力
あ
る
地
域
ブ
ラン
ド
の
理
由
に
迫
る
！

〜
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
バ
イ
ブ
ル
〜
に
つ
い
て

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
の

魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
動
画
や
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
県
内
の
魅
力

あ
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内閣府沖縄総合事務局経済産業部
地域経済課知的財産室
☎098-866-1730

知的財産に関するお問合せ先

地域ブランド構築のススメ
〜Blanding Bible〜

Vol.1「琉球びんがた」

※地域団体商標ガイドブック２０１９より抜粋

地域団体商標登録情報
（2020年7月現在）
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仕
事
の

仕
事
の窓　国土交通省及び沖縄総合事務局運輸部では、令和2年9月1日から9月

30日までの1か月間を「自賠責制度広報・啓発期間」と位置付け、自賠
責制度の重要性や役割、無保険車運行の違法性等について広報・啓発活
動を実施し、自賠責保険への加入促進を図っています。

9月は自賠責制度広報・啓発期間です！
～忘れていませんか？「自賠責保険・共済」

法令を守って楽しく走ろう！～

運輸部 11
1 ポスター・リーフレットによる広報の実施
　地方公共団体、公共施設などにポスター掲示依頼・リーフレット配布を行い、自賠責保険・共済の加入を呼びかけます。
2 関係業界と連携した街頭啓発活動の実施
　（一社）日本損害保険代理業協会と共同で自賠責制度について街頭ＰＲ活動を実施します。

3 監視活動の推進
　大型商業施設、駅前駐輪場などにおいて街頭監視活動を積極的に実施し、有効期限切れやステッカー
（自賠責保険・共済標章）の表示がなされていない原動機付自転車や軽二輪車に対し、「通知書」を交
付し加入状況を確認させるなどの注意喚起をします。

　小さくて小回りのきくバイクは手軽な移動手段としてよく利用され、軽二輪（排気量250cc以下のバイク）・原動機付
自転車が人気です。しかし、軽二輪・原動機付自転車は車検制度が無く、自賠責保険・共済の有効期限切れに気付かず
に使用されることが見受けられます。
　令和元年度は36,507台中、2,003台に自賠責保険有効期限切れの疑いがあるとして、通知書を交付しました。

●「自賠責」は、交通事故の被害者を救済するとともに、
万が一加害者となってしまった場合に備えるための
保険です。

●「自賠責」加入は強制です。でも、簡単に加入できます。

自賠責保険・共済の有効期限切れバイクへの監視活動

もし、自賠責に加入せずに運転すると…

1年以下の懲役 または
50万円以下の罰金

（自賠法第86条の3）

違反点数6点
▼

免許停止  処分等

お問合せ先
運輸部陸上交通課保障係

☎098-866-0031（内線85367・85368）

自賠責保険ポータルサイト詳しくは を検索

未加入
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やってはダメ！
くるまの不正改造
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排除強化月間」

運輸部 10
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内閣府だより

～首里城応援企画第２弾～ 「皆で探そう！首里城のお宝！」

　内閣府が運営する沖縄の魅力を柔らかく発信するサイト「OKINAWA41」では、首
里城応援企画第２弾として、首里城公園内で行う「宝探し」を企画しております。
　賞品として、ここでしか手に入らない沖縄県内９か所の世界遺産カードをプレゼン
ト。全てのお宝を見つけることができた方にはゴールドカードが手に入るチャンスが
あります！
　詳細はHPに掲載しますので、ぜひご期待ください！

　令和２年７月 19日～ 20日にかけて、衛藤沖縄担当大臣は沖縄県を訪問しました。
　本年は沖縄全戦没者追悼式が新型コロナウイルス感染症対策のため規模を縮小して実施され、大臣の出席も叶わ
なかったことから、改めて国立戦没者墓苑などへ参拝・献花を行うとともに、新型コロナウイルス感染症に対する
水際対策の現場である「旅行者専用相談センター」（TACO）などを視察しました。
　また、本年４月１日に沖縄総合事務局で発足した「沖縄市町村施策支援室」の室員に対して訓示を行い、「この支
援室が各自治体の首長などが那覇に立ち寄った際の『止まり木』のような場所になることを期待したい」と述べま
した。

沖縄総合事務局 
沖縄市町村施策支援室員への訓示（那覇市）

OKINAWA41オリジナル世界遺産カード（イメージ） ゴールドカードが手に入るかも！！

旅行者専用相談センター（TACO）視察（那覇市）
 （新型コロナウイルス感染症対策の現場）「平和の火」視察（糸満市）

衛藤大臣の沖縄訪問

OKINAWA41
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の窓令和2年度

陸運関係功労者等
陸運事務所長表彰

運輸部 12
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今
回
の
表
彰
は
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業
役
員
5
人
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業
員
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人
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動
車
運
転
者
1
人
、自
動
車
整
備

士
6
人
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行
管
理
者
5
人
の
計
27
人
と
ト

ラ
ッ
ク
事
業
の
安
全
性
優
良
事
業
所（
G
マ
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社
が
受
賞
さ
れ
ま
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例
年
6
月
15
日
に
開
催
し
て
い
る
表
彰
状

授
与
式
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
取
り
止
め
、表
彰
状
の
交
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団
体
を
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し
受
賞
者
の
意
向
を
踏
ま

え
つ
つ
3
密
を
避
け
る
形
で
行
い
ま
し
た
。

事業役員（5名）
狩　俣　忠　光 狩俣運送
與那覇　正　男 丸正運送
山　城　一　男 山一運送
有　銘　盛　浩 株式会社小禄運輸
松　川　直　哉 沖縄西濃運輸株式会社

従業員（10名）
比　嘉　一　美 東陽バス株式会社
佐久本　美　之 東陽バス株式会社
伊　波　武　広 沖縄ふそう自動車株式会社
上　地　安　則 沖縄トヨタ自動車株式会社
浦　崎　永　紀 ニッポンレンタカー琉球株式会社
上　原　真　樹 ニッポンレンタカー琉球株式会社
比　嘉　哲　也 ニッポンレンタカー琉球株式会社
儀　間　幸　江 ニッポンレンタカー琉球株式会社
金　城　哲　也 ニッポンレンタカー琉球株式会社
新　里　昭　仁 沖縄県自動車整備商工組合

運転者（1名）
佐次田　　　進 東陽バス株式会社

整備士（6名）
知　念　政　則 株式会社ラッキー自動車商会 clear25 おきなわ
塩　濱　　　健 琉球日産自動車株式会社　泊サービスセンター
上　原　康　昭 浦添自動車株式会社
緑　間　尚　登 沖縄ホンダ株式会社　テクニカルセンター沖縄
安　里　幸　次 浦添自動車株式会社
成　海　雅　勝 カーケアセンター上間

運行管理者（5名）
比　嘉　敏　之 株式会社丸金交通
仲　松　　　靖 琉球通運株式会社
上　間　　　毅 株式会社ひかり物流
松　川　　　哲 沖縄郵便逓送株式会社
城　間　盛　作 サンエー運輸株式会社

安全性優良事業所（1事業所）
内外運輸株式会社　西原営業所

　
G
マ
ー
ク
の
内
外
運
輸（
株
）に
つ
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て
は
、

西
原
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業
所
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て
、新
車
販
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動
車

整
備
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業
の
従
業
員
、ト
ラ
ッ
ク
事
業
の
運
行

管
理
者
に
つ
い
て
は
、陸
運
事
務
所
長
室
に
て

個
々
の
受
賞
者
へ
そ
れ
ぞ
れ
交
付
し
ま
し
た
。陸事所長から表彰状を受け取る

内外運輸（株）金城本部長（右）

宮里陸事所長（左から3人目）と自動車整備関係受賞者

お問合せ先　陸運事務所　☎098-877-5140

令和2年度 所長表彰受賞者
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○経営に関する相談窓口 ・内閣府沖縄総合事務局中小企業課 （098-866-1755）
・沖縄県よろず支援拠点　　　　　 （098-851-8460）

※1 沖縄総合事務局経済産業部

※2 沖縄総合事務局経済産業部ホームページURL

メールマガジン、Twitter、Facebook
QRコード

http://www.ogb.go.jp/keisan

本資料は2020年8月5日時点の情報に基づき作成しています。

⑴ 資金の使途を問わないもの
持続化給付金（国）
・対象：売上が前年同月比▲50％以上の中堅・中小・小規模・個人事業者等
・給付額：法人200万円、個人事業者100万円（ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限）
　※6月29日より、①主たる収入を雑所得・給与所得で申告した個人事業者、②2020年1～3月に創業した事業者も申請可能になった。

市町村で実施する支援金等（市町村）
　沖縄県内の市町村において、事業者向けの給付金・支援金等を実施している場合あり。
　実施の有無や支援対象は市町村によって異なる。

国・県の支援策について
（給付金、融資、補助金等）

⑵ 特定の使途を前提としたもの

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける
沖縄県の中小・小規模・個人事業主向け

休
業
手
当
等

事業縮小に伴う休業手当等の助成
雇用調整助成金（国）

※助成率等は緊急対応期間（4月1日～9月30日）の場合

・対象：最近1ヶ月で売上、生産高等が▲5％以上
・助成率：中小企業4/5、大企業2/3（解雇等がない場合、中小企業10/10、大企業3/4）
・助成上限額：1人あたり日額　1万5千円

沖縄県雇用継続助成金（県）
・対象：国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主
・助成率：中小企業1/10、大企業1/6（解雇等がない場合、大企業1/4（中小企業は国が10/10助成））

上乗せ

メルマガ登録 Twitter Facebook

【労働者向け】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（国）
　休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度
・対象：2020年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示により休業した中小事業主の労働者で

あって、休業手当を受けられない方
・支給額：休業前賃金の80％（日額上限1万1千円）を休業実績に応じて支給

給付金・助成金等１

1717
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　休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度
・対象：2020年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示により休業した中小事業主の労働者で

あって、休業手当を受けられない方
・支給額：休業前賃金の80％（日額上限1万1千円）を休業実績に応じて支給

給付金・助成金等１

　「OKINAWA41」で、首里城応援企画第１弾として実施しました「皆で作ろう！首里城アート」は、
４歳から50代まで、沖縄を中心に北は北海道から22都道府県・100人の皆様のご協力で、すてき
な首里城アートが完成しました！
　完成した首里城アートをデザインとして使用することを御希望の方は以下のアドレス
（OKINAWA41事務局）までお気軽にご連絡ください。

完成した「首里城アート」

Email：info@okinawa41.go.jp　
「OKINAWA41」では沖縄の知られざる魅力を紹介しています。
以下のURLからぜひ一度、ご覧ください。
URL：https://www.okinawa41.go.jp/　

首里城アート完成

～首里城応援企画第１弾～「皆で作ろう！首里城アート」
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○経営に関する相談窓口 ・内閣府沖縄総合事務局中小企業課 （098-866-1755）
・沖縄県よろず支援拠点　　　　　 （098-851-8460）

※1 沖縄総合事務局経済産業部

※2 沖縄総合事務局経済産業部ホームページURL

メールマガジン、Twitter、Facebook
QRコード

http://www.ogb.go.jp/keisan

本資料は2020年8月5日時点の情報に基づき作成しています。

⑴ 資金の使途を問わないもの
持続化給付金（国）
・対象：売上が前年同月比▲50％以上の中堅・中小・小規模・個人事業者等
・給付額：法人200万円、個人事業者100万円（ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限）
　※6月29日より、①主たる収入を雑所得・給与所得で申告した個人事業者、②2020年1～3月に創業した事業者も申請可能になった。

市町村で実施する支援金等（市町村）
　沖縄県内の市町村において、事業者向けの給付金・支援金等を実施している場合あり。
　実施の有無や支援対象は市町村によって異なる。

国・県の支援策について
（給付金、融資、補助金等）

⑵ 特定の使途を前提としたもの

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける
沖縄県の中小・小規模・個人事業主向け

休
業
手
当
等

事業縮小に伴う休業手当等の助成
雇用調整助成金（国）

※助成率等は緊急対応期間（4月1日～9月30日）の場合

・対象：最近1ヶ月で売上、生産高等が▲5％以上
・助成率：中小企業4/5、大企業2/3（解雇等がない場合、中小企業10/10、大企業3/4）
・助成上限額：1人あたり日額　1万5千円

沖縄県雇用継続助成金（県）
・対象：国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主
・助成率：中小企業1/10、大企業1/6（解雇等がない場合、大企業1/4（中小企業は国が10/10助成））

上乗せ

メルマガ登録 Twitter Facebook

【労働者向け】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（国）
　休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度
・対象：2020年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示により休業した中小事業主の労働者で

あって、休業手当を受けられない方
・支給額：休業前賃金の80％（日額上限1万1千円）を休業実績に応じて支給

給付金・助成金等１
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新型コロナウイルス感染症特別貸付（国）
【沖縄公庫で取扱※1】

新型コロナウイルス感染症対応資金（国・県）
【県内主要金融機関で取扱※3】

【沖縄公庫・商工中金で取扱い】

・対象：売上高が前年又は前々年同期比▲5％以上の事業者等
・融資限度：中小資金6億円、生業資金8千万円
・利率：当初3年間は基準金利から0.9％引下げ
 （4年目以降は基準金利）

※利下げ限度は、中小資金：2億円、生業資金：4千万円
・融資期間：運転15年、設備20年（据置5年以内）

※1 商工会・商工会議所でも沖縄公庫の融資斡旋を実施中
※2 商工中金における「危機対応融資」においても実質無利子化を実施中
※3 実施金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信金、商工中金、JAおきなわ、みずほ銀行、鹿児島銀行
※4 既往債務の実質無利子への借換も可能（借換による無利子化上限は、新規融資と既往債務借換額の合計で、上記融資制
　　度の無利子化限度額まで）

※1 沖縄公庫の制度名。商工中金では「危機対応業務 資本性劣後ローン」という制度名
※2 商工中金のみ中堅企業も対象（中堅企業の場合の条件は異なる）
※3 資本増強支援に関しては、今後、中小機構による官民連携ファンドを通じた出資等による中小企業の再生支援も実施予定

・対象：セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証のいずれかを利用した事業者
・融資限度：4千万円
・利率：当初3年間実質無利子（売上の前年同月比が、個人事業主等で▲5％以上、中小・小規模事業者で
　　　　▲15％以上の場合は、保証料もゼロ）
・融資期間：運転・設備10年（据置5年以内）
・融資窓口：融資及び信用保証の申し込みは、実施金融機関においてワンストップで受付

利子補給による実質無利子化※2
　本特別貸付対象者であって、以下
の売上減少要件に合致の場合、当初3
年間実質無利子化
　①個人事業主・フリーランス：要件なし
　②小規模事業者：▲15％以上
　③中小企業者：▲20％以上
※無利子化限度額は、中小資金：2億円、生業
　資金：4千万円

⑵ 信用保証（国）
　民間融資に対する保証として、一般枠2.8億円とは別枠で以下の２つを活用し、最大5.6億円の別枠保証
①セーフティネット（SN）保証（中小企業信用保険法第2条第5項）
　　４号：売上高前年同月比▲20％以上の場合、債務を100％保証、一般枠と別枠で最大2.8億円
　　５号：売上高前年同月比▲5％以上の場合、債務を80％保証、一般枠と別枠で最大2.8億円
②危機関連保証（中小企業信用保険法第2条第6項）
　　売上高前年同月比▲15％以上の場合、債務を100％保証、一般枠、SN枠と別枠で最大2.8億円

⑶ 資本性資金供給・資本増強支援（国）

新型コロナ対策資本性劣後ローン（新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付）※1
　本来の収益力が回復するまでの財務安定化に必要となる、金融機関から資本と見なされる資金を融資
・対象：中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業再生を図る事業者、事業計画の策定により民間金融機関
等による支援等の支援体制が構築されている事業者等
・融資限度：沖縄公庫 7.2億円（中小資金）・7千2百万円（生業資金）、商工中金 7.2億円
・利率：当初3年間は0.5％。4年目以降は業績に応じ毎年見直し
・融資窓口：5年1ヶ月、10年、20年のいずれか

資金繰り・融資

⑴ 国・県の新型コロナ関連融資制度

2

中小企業生産性革命推進事業（国）

Go To キャンペーン（国）

　新型コロナを乗り越えるための投資を行う事業者向けに、通常枠に比べ、補助率・補助上限額を上乗せした
「特別枠」を設定。また、「業種別ガイドライン」等に基づき実施する感染防止対策も支援（事業再開枠）

＜特別枠の申請要件＞経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致
　　類型Ａ：サプライチェーン毀損への対応（部品調達の滞りを回避するための製造の内製化等）
　　類型Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換（キャッシュレス端末導入、EC販売へのシフト等）
　　類型Ｃ：テレワーク環境の整備（WEB会議システムの導入等）

＜事業再開枠の対象＞業種別ガイドライン等に基づく、以下の感染防止対策費
　　消毒、清掃、飛沫防止対策（アクリル板・透明ビニールシート等）、換気設備　等

　経済産業省の補正予算において、以下の取組のための費用（94億円）を措置
①よろず支援拠点から各市町村に専門家を派遣し、事業者からの相談対応体制を整備
②全国商工会連合会及び日本商工会議所が、各種申請等の対応を行う相談員を配置するなどの支援体制を強化す
る取組を補助

※事業再開枠の補助額は、総補助額の１／２以下であること
※クラスター対策が必要と考えられる業種（ナイトクラブ、ライブハウス等）はさらに上限を50
万円上乗せ

①観光キャンペーン（Go To Travel）
・代金の１／２相当分のクーポン等を付与（最大一人あたり２万円分／泊）
②飲食キャンペーン（Go To Eat）
　・飲食店で使えるポイント等を付与（最大一人あたり1000円分）
　・登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（２割相当分の割引等）を発行
③イベント等キャンペーン（Go To Event）
　・イベント・エンターテイメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・クーポン等を付与（２割相当分）
④商店街キャンペーン（Go To 商店街）
　・商店街等によるキャンペーン期間中のイベント開催、プロモーション、観光商品開発等の実施

1,000万円・１／２
（小規模２／３）

450万円・１／２

100万円・２／３
【事業再開枠】50万円・定額（10／10）※

1,000万円・２／３
【事業再開枠】50万円・定額（10／10）

450万円・２／３

100万円・３／４

1,000万円・３／４

450万円・３／４

補助上限・補助率

持続化補助金
（販路開拓等）

ものづくり補助金
（設備導入）

ＩＴ導入補助金
（ＩＴ導入）

通常枠
50万円・２／３

特別枠（類型Ａ） 特別枠（類型Ｂ・Ｃ）

消費喚起に向けた事業4

設備投資等への補助事業3

【参考】市町村・商工会等における相談対応体制の強化
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新型コロナウイルス感染症特別貸付（国）
【沖縄公庫で取扱い※1】

新型コロナウイルス感染症対応資金（国・県）
【県内主要金融機関で取扱い※3】

【沖縄公庫・商工中金で取扱い】

・対象：売上高が前年又は前々年同期比▲5％以上の事業者等
・融資限度：中小資金6億円、生業資金8千万円
・利率：当初3年間は基準金利から0.9％引下げ
 （4年目以降は基準金利）

※利下げ限度は、中小資金：2億円、生業資金：4千万円
・融資期間：運転15年、設備20年（据置5年以内）

※1 商工会・商工会議所でも沖縄公庫の融資斡旋を実施中
※2 商工中金における「危機対応融資」においても実質無利子化を実施中
※3 実施金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信金、商工中金、JAおきなわ、みずほ銀行、鹿児島銀行
※4 既往債務の実質無利子への借換も可能（借換による無利子化上限は、新規融資と既往債務借換額の合計で、上記融資制
　　度の無利子化限度額まで）

※1 沖縄公庫の制度名。商工中金では「危機対応業務 資本性劣後ローン」という制度名
※2 商工中金のみ中堅企業も対象（中堅企業の場合の条件は異なる）
※3 資本増強支援に関しては、今後、中小機構による官民連携ファンドを通じた出資等による中小企業の再生支援も実施予定

・対象：セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証のいずれかを利用した事業者
・融資限度：4千万円
・利率：当初3年間実質無利子（売上の前年同月比が、個人事業主等で▲5％以上、中小・小規模事業者で
　　　　▲15％以上の場合は、保証料もゼロ）
・融資期間：運転・設備10年（据置5年以内）
・融資窓口：融資及び信用保証の申し込みは、実施金融機関においてワンストップで受付

利子補給による実質無利子化※2
　本特別貸付対象者であって、以下
の売上減少要件に合致の場合、当初3
年間実質無利子化
　①個人事業主・フリーランス：要件なし
　②小規模事業者：▲15％以上
　③中小企業者：▲20％以上
※無利子化限度額は、中小資金：2億円、生業
　資金：4千万円

⑵ 信用保証（国）
　民間融資に対する保証として、一般枠2.8億円とは別枠で以下の２つを活用し、最大5.6億円の別枠保証
①セーフティネット（SN）保証（中小企業信用保険法第2条第5項）
　　４号：売上高前年同月比▲20％以上の場合、債務を100％保証、一般枠と別枠で最大2.8億円
　　５号：売上高前年同月比▲5％以上の場合、債務を80％保証、一般枠と別枠で最大2.8億円
②危機関連保証（中小企業信用保険法第2条第6項）
　　売上高前年同月比▲15％以上の場合、債務を100％保証、一般枠、SN枠と別枠で最大2.8億円

⑶ 資本性資金供給・資本増強支援（国）

新型コロナ対策資本性劣後ローン（新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付）※1
　本来の収益力が回復するまでの財務安定化に必要となる、金融機関から資本と見なされる資金を融資
・対象：中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業再生を図る事業者、事業計画の策定により民間金融機関
等による支援等の支援体制が構築されている事業者等
・融資限度：沖縄公庫 7.2億円（中小資金）・7千2百万円（生業資金）、商工中金 7.2億円
・利率：当初3年間は0.5％。4年目以降は業績に応じ毎年見直し
・融資窓口：5年1ヶ月、10年、20年のいずれか

資金繰り・融資

⑴ 国・県の新型コロナ関連融資制度

2

中小企業生産性革命推進事業（国）

Go To キャンペーン（国）

　新型コロナを乗り越えるための投資を行う事業者向けに、通常枠に比べ、補助率・補助上限額を上乗せした
「特別枠」を設定。また、「業種別ガイドライン」等に基づき実施する感染防止対策も支援（事業再開枠）

＜特別枠の申請要件＞経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致
　　類型Ａ：サプライチェーン毀損への対応（部品調達の滞りを回避するための製造の内製化等）
　　類型Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換（キャッシュレス端末導入、EC販売へのシフト等）
　　類型Ｃ：テレワーク環境の整備（WEB会議システムの導入等）

＜事業再開枠の対象＞業種別ガイドライン等に基づく、以下の感染防止対策費
　　消毒、清掃、飛沫防止対策（アクリル板・透明ビニールシート等）、換気設備　等

　経済産業省の補正予算において、以下の取組のための費用（94億円）を措置
①よろず支援拠点から各市町村に専門家を派遣し、事業者からの相談対応体制を整備
②全国商工会連合会及び日本商工会議所が、各種申請等の対応を行う相談員を配置するなどの支援体制を強化す
る取組を補助

※事業再開枠の補助額は、総補助額の１／２以下であること
※クラスター対策が必要と考えられる業種（ナイトクラブ、ライブハウス等）はさらに上限を50
万円上乗せ

①観光キャンペーン（Go To Travel）
・代金の１／２相当分のクーポン等を付与（最大一人あたり２万円分／泊）
②飲食キャンペーン（Go To Eat）
　・飲食店で使えるポイント等を付与（最大一人あたり1000円分）
　・登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（２割相当分の割引等）を発行
③イベント等キャンペーン（Go To Event）
　・イベント・エンターテイメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・クーポン等を付与（２割相当分）
④商店街キャンペーン（Go To 商店街）
　・商店街等によるキャンペーン期間中のイベント開催、プロモーション、観光商品開発等の実施

1,000万円・１／２
（小規模２／３）

450万円・１／２

100万円・２／３
【事業再開枠】50万円・定額（10／10）※

1,000万円・２／３
【事業再開枠】50万円・定額（10／10）

450万円・２／３

100万円・３／４

1,000万円・３／４

450万円・３／４

補助上限・補助率

持続化補助金
（販路開拓等）

ものづくり補助金
（設備導入）

ＩＴ導入補助金
（ＩＴ導入）

通常枠
50万円・２／３

特別枠（類型Ａ） 特別枠（類型Ｂ・Ｃ）

消費喚起に向けた事業4

設備投資等への補助事業3

【参考】市町村・商工会等における相談対応体制の強化
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新型コロナウイルス感染症特別貸付（国）
【沖縄公庫で取扱※1】

新型コロナウイルス感染症対応資金（国・県）
【県内主要金融機関で取扱※3】

【沖縄公庫・商工中金で取扱い】

・対象：売上高が前年又は前々年同期比▲5％以上の事業者等
・融資限度：中小資金6億円、生業資金8千万円
・利率：当初3年間は基準金利から0.9％引下げ
 （4年目以降は基準金利）

※利下げ限度は、中小資金：2億円、生業資金：4千万円
・融資期間：運転15年、設備20年（据置5年以内）

※1 商工会・商工会議所でも沖縄公庫の融資斡旋を実施中
※2 商工中金における「危機対応融資」においても実質無利子化を実施中
※3 実施金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信金、商工中金、JAおきなわ、みずほ銀行、鹿児島銀行
※4 既往債務の実質無利子への借換も可能（借換による無利子化上限は、新規融資と既往債務借換額の合計で、上記融資制
　　度の無利子化限度額まで）

※1 沖縄公庫の制度名。商工中金では「危機対応業務 資本性劣後ローン」という制度名
※2 商工中金のみ中堅企業も対象（中堅企業の場合の条件は異なる）
※3 資本増強支援に関しては、今後、中小機構による官民連携ファンドを通じた出資等による中小企業の再生支援も実施予定

・対象：セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証のいずれかを利用した事業者
・融資限度：4千万円
・利率：当初3年間実質無利子（売上の前年同月比が、個人事業主等で▲5％以上、中小・小規模事業者で
　　　　▲15％以上の場合は、保証料もゼロ）
・融資期間：運転・設備10年（据置5年以内）
・融資窓口：融資及び信用保証の申し込みは、実施金融機関においてワンストップで受付

利子補給による実質無利子化※2
　本特別貸付対象者であって、以下
の売上減少要件に合致の場合、当初3
年間実質無利子化
　①個人事業主・フリーランス：要件なし
　②小規模事業者：▲15％以上
　③中小企業者：▲20％以上
※無利子化限度額は、中小資金：2億円、生業
　資金：4千万円

⑵ 信用保証（国）
　民間融資に対する保証として、一般枠2.8億円とは別枠で以下の２つを活用し、最大5.6億円の別枠保証
①セーフティネット（SN）保証（中小企業信用保険法第2条第5項）
　　４号：売上高前年同月比▲20％以上の場合、債務を100％保証、一般枠と別枠で最大2.8億円
　　５号：売上高前年同月比▲5％以上の場合、債務を80％保証、一般枠と別枠で最大2.8億円
②危機関連保証（中小企業信用保険法第2条第6項）
　　売上高前年同月比▲15％以上の場合、債務を100％保証、一般枠、SN枠と別枠で最大2.8億円

⑶ 資本性資金供給・資本増強支援（国）

新型コロナ対策資本性劣後ローン（新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付）※1
　本来の収益力が回復するまでの財務安定化に必要となる、金融機関から資本と見なされる資金を融資
・対象：中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業再生を図る事業者、事業計画の策定により民間金融機関
等による支援等の支援体制が構築されている事業者等
・融資限度：沖縄公庫 7.2億円（中小資金）・7千2百万円（生業資金）、商工中金 7.2億円
・利率：当初3年間は0.5％。4年目以降は業績に応じ毎年見直し
・融資窓口：5年1ヶ月、10年、20年のいずれか

資金繰り・融資

⑴ 国・県の新型コロナ関連融資制度

2

中小企業生産性革命推進事業（国）

Go To キャンペーン（国）

　新型コロナを乗り越えるための投資を行う事業者向けに、通常枠に比べ、補助率・補助上限額を上乗せした
「特別枠」を設定。また、「業種別ガイドライン」等に基づき実施する感染防止対策も支援（事業再開枠）

＜特別枠の申請要件＞経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致
　　類型Ａ：サプライチェーン毀損への対応（部品調達の滞りを回避するための製造の内製化等）
　　類型Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換（キャッシュレス端末導入、EC販売へのシフト等）
　　類型Ｃ：テレワーク環境の整備（WEB会議システムの導入等）

＜事業再開枠の対象＞業種別ガイドライン等に基づく、以下の感染防止対策費
　　消毒、清掃、飛沫防止対策（アクリル板・透明ビニールシート等）、換気設備　等

　経済産業省の補正予算において、以下の取組のための費用（94億円）を措置
①よろず支援拠点から各市町村に専門家を派遣し、事業者からの相談対応体制を整備
②全国商工会連合会及び日本商工会議所が、各種申請等の対応を行う相談員を配置するなどの支援体制を強化す
る取組を補助

※事業再開枠の補助額は、総補助額の１／２以下であること
※クラスター対策が必要と考えられる業種（ナイトクラブ、ライブハウス等）はさらに上限を50
万円上乗せ

①観光キャンペーン（Go To Travel）
・代金の１／２相当分のクーポン等を付与（最大一人あたり２万円分／泊）
②飲食キャンペーン（Go To Eat）
　・飲食店で使えるポイント等を付与（最大一人あたり1000円分）
　・登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（２割相当分の割引等）を発行
③イベント等キャンペーン（Go To Event）
　・イベント・エンターテイメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・クーポン等を付与（２割相当分）
④商店街キャンペーン（Go To 商店街）
　・商店街等によるキャンペーン期間中のイベント開催、プロモーション、観光商品開発等の実施

1,000万円・１／２
（小規模２／３）

450万円・１／２

100万円・２／３
【事業再開枠】50万円・定額（10／10）※

1,000万円・２／３
【事業再開枠】50万円・定額（10／10）

450万円・２／３

100万円・３／４

1,000万円・３／４

450万円・３／４

補助上限・補助率

持続化補助金
（販路開拓等）

ものづくり補助金
（設備導入）

ＩＴ導入補助金
（ＩＴ導入）

通常枠
50万円・２／３

特別枠（類型Ａ） 特別枠（類型Ｂ・Ｃ）

消費喚起に向けた事業4

設備投資等への補助事業3

【参考】市町村・商工会等における相談対応体制の強化
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家賃支援給付金
に関するお知らせ

5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラン
スを含む個人事業者※
　※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

② 5月～12月の売上高について、
　・1ヵ月で前年同月比▲50％以上 または、
　・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③  自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）

75 万円以下

75万円超

37.5 万円以下

37.5 万円超

支払賃料×2/3

支払賃料×2/3 

50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円（月額）が上限

25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分× 1/3] 
※ただし、50万円（月額）が上限

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

家賃支援給付金 コールセンター　0120-653-930
【～8/31】平日・土日祝 8:30～19:00
【9/1～】    平日・日（土・祝除く）8:30～19:00

お問合せ先
（次頁も含む）

※電子申請が困難な方には各都道府県の申請サポート会場（完全予約制）にてサポートを行います。
>詳細はポータルサイトをご確認ください  https://yachin-shien.go.jp/index.html

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
申請時の直近1ヵ月における支払賃料（月額）
に基づき算定した給付額（月額）の6倍

家賃支援給付金とは？

給付額

支払賃料（月額） 給付額（月額）

法人

個人事業者

家賃支援給付金の申請はポータルサイトから電子申請となります。

算定方法 

※お電話のおかけ間達いには
　十分にご注意ください。

（2020年8月11日版）

よくあるお問い合わせ

A１．以下の書類をご用意いただき、ポータルサイトにて電子申請をいただきます。
①　賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書※1等）
②　申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類※2
　　（銀行通帳の表紙及び支払い実績がわかる部分の写し、振込明細書等）
③　本人確認書類（運転免許証等）
④　売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等） 　 持続化給付金と同様

※１申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です
が、例外によって申請ができる場合もございます。詳細は家賃支援給付金申請要領（以下、申請要領）の原則基
本編の3-5-3の記載内容をご確認ください。

※２賃貸人（かしぬし）から支払いの免除または猶予を受けている場合や滞納をしている場合も例外によって申請が
できる場合もこざいます。申請要領別冊2-9の記載内容をご確認ください。

｝

A2．対象ではありません。
Q2．  自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか？

A3．対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
Q3．  個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか？

A4．対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
　　（例：駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料）

Q4．  借地の賃料は対象ですか？

A5．給付額算定の費用に含まれますが、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場
合は、算定の対象になりません。

Q5．  管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか？

A6．対象ですが、申請要領基本原則編2-4-4の通り、算定に際し考慮される場合があります。
Q6．  地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか？

A7．申請要領別冊2-1．例外①に記載の通り、様式5-1「賃貸借契約等証明書」等をご提出いただければ、
給付対象となる場合があります。

Q7．  賃貸借契約書上の賃貸人（かしぬし）の名義と現在の賃貸人の名義が異なる
 場合は給付の対象ですか？

A8．申請要領別冊2-2例外②に記載の通り、様式5-2「賃貸借契約等証明書」等の所定の様式に現在の賃
貸人の署名を含めご提出いただければ、給付対象となる場合があります。

Q8．  賃貸借契約書上の賃借人（かりぬし）等の名義人と、実際に賃料を払ってい
 る申請者とが異なる場合は、給付の対象ですか？

Q1．  申請に必要な書類を教えてください。
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家賃支援給付金
に関するお知らせ

5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラン
スを含む個人事業者※
　※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

② 5月～12月の売上高について、
　・1ヵ月で前年同月比▲50％以上 または、
　・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③  自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）

75 万円以下

75万円超

37.5 万円以下

37.5 万円超

支払賃料×2/3

支払賃料×2/3 

50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円（月額）が上限

25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分× 1/3] 
※ただし、50万円（月額）が上限

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

家賃支援給付金 コールセンター　0120-653-930
【～8/31】平日・土日祝 8:30～19:00
【9/1～】    平日・日（土・祝除く）8:30～19:00

お問合せ先
（次頁も含む）

※電子申請が困難な方には各都道府県の申請サポート会場（完全予約制）にてサポートを行います。
>詳細はポータルサイトをご確認ください  https://yachin-shien.go.jp/index.html

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
申請時の直近1ヵ月における支払賃料（月額）
に基づき算定した給付額（月額）の6倍

家賃支援給付金とは？

給付額

支払賃料（月額） 給付額（月額）

法人

個人事業者

家賃支援給付金の申請はポータルサイトから電子申請となります。

算定方法 

※お電話のおかけ間達いには
　十分にご注意ください。

（2020年8月11日版）

よくあるお問い合わせ

A１．以下の書類をご用意いただき、ポータルサイトにて電子申請をいただきます。
①　賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書※1等）
②　申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類※2
　　（銀行通帳の表紙及び支払い実績がわかる部分の写し、振込明細書等）
③　本人確認書類（運転免許証等）
④　売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等） 　 持続化給付金と同様

※１申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です
が、例外によって申請ができる場合もございます。詳細は家賃支援給付金申請要領（以下、申請要領）の原則基
本編の3-5-3の記載内容をご確認ください。

※２賃貸人（かしぬし）から支払いの免除または猶予を受けている場合や滞納をしている場合も例外によって申請が
できる場合もこざいます。申請要領別冊2-9の記載内容をご確認ください。

｝

A２．対象ではありません。
Q2．  自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか？

A３．対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
Q3．  個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか？

A4．対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
　　（例：駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料）

Q4．  借地の賃料は対象ですか？

A5．給付額算定の費用に含まれますが、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場
合は、算定の対象になりません。

Q5．  管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか？

A6．対象ですが、申請要領基本原則編2-4-4の通り、算定に際し考慮される場合があります。
Q6．  地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか？

A7．申請要領別冊2-1．例外①に記載の通り、様式5-1「賃貸借契約等証明書」等をご提出いただければ、
給付対象となる場合があります。

Q7．  賃貸借契約書上の賃貸人（かしぬし）の名義と現在の賃貸人の名義が異なる
 場合は給付の対象ですか？

A８．申請要領別冊2-2例外②に記載の通り、様式5-2「賃貸借契約等証明書」等の所定の様式に現在の賃
貸人の署名を含めご提出いただければ、給付対象となる場合があります。

Q8．  賃貸借契約書上の賃借人（かりぬし）等の名義人と、実際に賃料を払ってい
 る申請者とが異なる場合は、給付の対象ですか？

Q1．  申請に必要な書類を教えてください。
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家賃支援給付金
に関するお知らせ

5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラン
スを含む個人事業者※
　※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

② 5月～12月の売上高について、
　・1ヵ月で前年同月比▲50％以上 または、
　・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③  自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）

75 万円以下

75万円超

37.5 万円以下

37.5 万円超

支払賃料×2/3

支払賃料×2/3 

50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円（月額）が上限

25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分× 1/3] 
※ただし、50万円（月額）が上限

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

家賃支援給付金 コールセンター　0120-653-930
【～8/31】平日・土日祝 8:30～19:00
【9/1～】    平日・日（土・祝除く）8:30～19:00

お問合せ先
（次頁も含む）

※電子申請が困難な方には各都道府県の申請サポート会場（完全予約制）にてサポートを行います。
>詳細はポータルサイトをご確認ください  https://yachin-shien.go.jp/index.html

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
申請時の直近1ヵ月における支払賃料（月額）
に基づき算定した給付額（月額）の6倍

家賃支援給付金とは？

給付額

支払賃料（月額） 給付額（月額）

法人

個人事業者

家賃支援給付金の申請はポータルサイトから電子申請となります。

算定方法 

※お電話のおかけ間達いには
　十分にご注意ください。

（2020年8月11日版）

よくあるお問い合わせ

A１．以下の書類をご用意いただき、ポータルサイトにて電子申請をいただきます。
①　賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書※1等）
②　申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類※2
　　（銀行通帳の表紙及び支払い実績がわかる部分の写し、振込明細書等）
③　本人確認書類（運転免許証等）
④　売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等） 　 持続化給付金と同様

※１申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です
が、例外によって申請ができる場合もございます。詳細は家賃支援給付金申請要領（以下、申請要領）の原則基
本編の3-5-3の記載内容をご確認ください。

※２賃貸人（かしぬし）から支払いの免除または猶予を受けている場合や滞納をしている場合も例外によって申請が
できる場合もこざいます。申請要領別冊2-9の記載内容をご確認ください。

｝

A2．対象ではありません。
Q2．  自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか？

A3．対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
Q3．  個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか？

A4．対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
　　（例：駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料）

Q4．  借地の賃料は対象ですか？

A5．給付額算定の費用に含まれますが、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場
合は、算定の対象になりません。

Q5．  管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか？

A6．対象ですが、申請要領基本原則編2-4-4の通り、算定に際し考慮される場合があります。
Q6．  地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか？

A7．申請要領別冊2-1．例外①に記載の通り、様式5-1「賃貸借契約等証明書」等をご提出いただければ、
給付対象となる場合があります。

Q7．  賃貸借契約書上の賃貸人（かしぬし）の名義と現在の賃貸人の名義が異なる
 場合は給付の対象ですか？

A8．申請要領別冊2-2例外②に記載の通り、様式5-2「賃貸借契約等証明書」等の所定の様式に現在の賃
貸人の署名を含めご提出いただければ、給付対象となる場合があります。

Q8．  賃貸借契約書上の賃借人（かりぬし）等の名義人と、実際に賃料を払ってい
 る申請者とが異なる場合は、給付の対象ですか？

Q1．  申請に必要な書類を教えてください。
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